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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取引対象に対する質問を利用者から受付けるとともに、当該質問に関連する取引対象を
紹介する紹介情報であって、電子商店街において当該取引対象を販売するコンテンツへの
リンクが設定された紹介情報を当該質問に対する回答として当該取引対象の販売者から受
付ける第１サービスから、当該紹介情報を取得する取得部と、
　前記第１サービスとは異なるサービスであって、前記電子商店街に関するサービスであ
る第２サービスのコンテンツを介して、前記紹介情報を利用者に提供する提供部と
　を有することを特徴とする提供装置。
【請求項２】
　前記提供部は、それぞれ異なる取引対象に関する複数の紹介情報を前記利用者に提供す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の提供装置。　
【請求項３】
　前記取得部は、前記紹介情報として、当該紹介情報と対応する取引対象を前記電子商店
街で販売する販売者によって投稿された情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の提供装置。　
【請求項４】
　前記取得部は、前記紹介情報として、前記電子商店街とは異なるサービスを介して提供
される紹介情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項５】
　前記取得部は、利用者の質問と、当該質問に対する回答として当該質問に対応する取引
対象を紹介する紹介情報とを提供するサービスに対して投稿された紹介情報を取得する
　ことを特徴とする請求項４に記載の提供装置。　
【請求項６】
　前記提供部は、前記取得部により取得された紹介情報のうち、利用者が入力した検索ク
エリと対応する取引対象に関する紹介情報を当該利用者に対して提供する
　ことを特徴とする請求項１～５のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項７】
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　前記提供部は、前記利用者が入力した検索クエリと対応する取引対象の検索結果ととも
に、当該検索クエリと対応する取引対象に関する紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項６に記載の提供装置。　
【請求項８】
　前記提供部は、前記取得部により取得された紹介情報のうち、利用者の属性と対応する
取引対象に関する紹介情報を当該利用者に対して提供する
　ことを特徴とする請求項１～７のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項９】
　前記提供部は、前記取得部により取得された紹介情報のうち、利用者による取引対象の
購買履歴と対応する取引対象に関する紹介情報を当該利用者に対して提供する
　ことを特徴とする請求項１～８のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１０】
　前記提供部は、前記電子商店街に関するコンテンツであって、取引対象の購入を受付け
るコンテンツ以外のコンテンツと共に、前記紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１～９のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１１】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、対応する取引対象の電子商店街における価値に応
じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１～１０のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１２】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、対応する取引対象の販売数、価格、若しくは送料
の少なくともいずれか１つに基づく価値に応じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の提供装置。　
【請求項１３】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、対応する取引対象を販売する販売者の価値であっ
て、前記電子商店街における価値に応じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１～１２のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１４】
　前記取得部は、前記紹介情報として、前記電子商店街とは異なる所定のサービスを介し
て提供される紹介情報を取得し、
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、前記所定のサービスにおける価値に応じて選択さ
れた紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１～１３のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１５】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、前記所定のサービスを介して利用者に提供された
際に、当該利用者を前記電子商店街において対応する取引対象を販売するコンテンツへと
誘導した回数に基づく価値に応じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の提供装置。　
【請求項１６】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、前記所定のサービスを介して利用者に提供された
際に、当該利用者が前記電子商店街において対応する取引対象を購入した回数に基づく価
値に応じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１４または１５に記載の提供装置。　
【請求項１７】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、前記所定のサービスにおける評価に基づく価値に
応じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１４～１６のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１８】
　前記取得部は、利用者の質問と、当該質問に対する回答として当該質問に対応する取引
対象を紹介する紹介情報とを提供するサービスに対して投稿された紹介情報を取得し、
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　前記提供部は、前記紹介情報のうち、紹介情報の提供先となる利用者に関する情報と、
当該紹介情報と対応する質問との関連性に応じて選択された紹介情報を提供する
　ことを特徴とする請求項１～１７のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項１９】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、利用者が入力した検索クエリと対応する取引対象
との共通性に応じて選択された紹介情報を、当該検索クエリと対応する取引対象の検索結
果とともに提供する
　ことを特徴とする請求項１～１８のうちいずれか１つに記載の提供装置。　
【請求項２０】
　前記提供部は、前記紹介情報のうち、対応する取引対象に対して設定された送料が、前
記検索クエリと対応する取引対象に対して設定された送料と所定の共通性を有する紹介情
報を提供する
　ことを特徴とする請求項１９に記載の提供装置。　
【請求項２１】
　提供装置が実行する提供方法であって、
　取引対象に対する質問を利用者から受付けるとともに、当該質問に関連する取引対象を
紹介する紹介情報であって、電子商店街において当該取引対象を販売するコンテンツへの
リンクが設定された紹介情報を当該質問に対する回答として当該取引対象の販売者から受
付ける第１サービスから、当該紹介情報を取得する取得工程と、
　前記第１サービスとは異なるサービスであって、前記電子商店街に関するサービスであ
る第２サービスのコンテンツを介して、前記紹介情報を利用者に提供する提供工程と
　を含むことを特徴とする提供方法。　
【請求項２２】
　取引対象に対する質問を利用者から受付けるとともに、当該質問に関連する取引対象を
紹介する紹介情報であって、電子商店街において当該取引対象を販売するコンテンツへの
リンクが設定された紹介情報を当該質問に対する回答として当該取引対象の販売者から受
付ける第１サービスから、当該紹介情報を取得する取得手順と、
　前記第１サービスとは異なるサービスであって、前記電子商店街に関するサービスであ
る第２サービスのコンテンツを介して、前記紹介情報を利用者に提供する提供手順と
　をコンピュータに実行させるための提供プログラム。
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